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デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法１０条の適用可能性（１）――小笠原

論　　説

デジタル遺品の相続性に関する条項への
消費者契約法 １０ 条の適用可能性（１）
−ドイツ連邦通常裁判所　　　　　　　　　　　　　　　

２０１８年７月１２日判決（Facebook 判決）を契機として−

� 小笠原　奈菜

第一章　はじめに

第二章　ドイツ連邦通常裁判所２０１８年７月１２日判決（Facebook判決）

　第一節　事実の概要

　第二節　原審

　第三節　本判決

　　１　判旨

　　２　理由

　　　a）アクセス請求権

　　　　aa）アカウントに関する債務法上の契約

　　　　bb）ドイツ法の適用可能性

　　　　cc）契約の相続人への移転（ドイツ民法１９２２条）

　　　　　（１）契約上排除されていない相続可能性

　　　　　（２）契約の本質に基づく非相続性は無い

　　　　　（３）アカウントの内容による区分は無い

　　　b）死後の人格権との矛盾はない

　　　c）本請求は通信の秘密を破らない

　　　　aa）電気通信法８８条における「他人」

　　　　bb）通信の関与者としての相続人
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　　　　cc ）アナログデータあるいは保存されたデジタルデータとの比

較

　　　d）データ保護法は本請求と矛盾しない

　　　　aa）EU一般データ保護規則の適用可能性

　　　　bb)被相続人のデータ保護法上の利益は無い

　　　　cc)通信相手のデータ保護法上の利益と矛盾しない

　　　　　（１）プラットフォーム事業者によるデータ取扱い

　　　　　（２）データ取扱いの適法性

　　　　　（３ ）各々独立した適法性要件としての EU一般データ保護

規則６条１項 b号前段及び f

　　　e）通信相手の一般的な人格権によって排除されない

 （以上，本号）

第三章　本判決の分析

第四章　日本法への示唆

第一章　はじめに

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS），クラウドサービス，

インターネット・バンキングなど，オンラインサービスについて，利用

者が死亡した場合の相続が「終活」の場面で問題となっている。いわゆ

る「デジタル遺品」の扱いについての問題である。「デジタル遺品」とは，

インターネット上のアカウントとデータ，パソコンや USBメモリ等の

記憶媒体に保存されたデータであると言える。デジタル遺品に数えられ

るものとしては，SNSやブログの投稿，写真，電子メール，コンテン

ツのライセンス，データベース，インターネット・バンキング，仮想通

貨，FX・株式，ゲームアカウント等の他に，記憶媒体に保存された文章・

写真などのオフライン上のデジタルデータがある⑴。
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利用者死亡後の扱いについて，たとえば LINEは，規約でアカウント

の相続性を否定する⑵。Twitterも相続を前提としない規約がある⑶。

Facebookは規約では相続性を否定していないが，ヘルプセンターでは

アカウントが相続されないことを前提とした説明がなされている⑷。

一方で，デジタル遺品に関して相続性を認める判決がドイツで出され

た。詳細は第二章で述べるが，本判決は，包括的権利承継原則に基づい

て，被相続人とソーシャルネットワーク事業者との間の契約関係が，相

続人に引き継がれると判断した。理由として，契約条項によっても相続

性は排除されないこと，当該契約関係は純個人的なものではないこと，

デジタルコンテンツは日記や手紙に匹敵すること，死後の人格権や通信

の秘密によっても排除されないことが示された。また，EU一般データ

保護規則とも矛盾しないことも示された。

原審⑸は，ソーシャルネットワーク事業者である Yは，電気通信法

（Telekommunikationsgesetz：TKG）３条６号におけるサービスプロバイ

ダであり，さらにテレメディア法（Telemediengesetz: TMG) ２条１文１

号によるサービスプロバイダでもあるので，Yが，相続人に対して，被

⑴�　臼井豊「デジタル遺品の法的処理に関する一考察（１）」立命館法学３６７号
（２０１６年）８６０頁～８６１頁。

⑵�　LINE利用規約は，「４．アカウント」において「４.７. 本サービスのアカウ
ントは，お客様に一身専属的に帰属します。お客様の本サービスにおけるすべ

ての利用権は，第三者に譲渡，貸与または相続させることはできません。」と

定める。

⑶�　Twitterサービス利用規約は，「４．本サービスの利用」の「本サービスを利
用するためのユーザーライセンス」において「Twitterはユーザーに，本サー
ビスの一環として当社が提供するソフトウェアを使用するための，個人的で世

界的，譲渡不能の非独占的なライセンスを無償で許諾します。」と定める。

⑷�　第二章で述べるように，Facebook利用規約に相続可能性についての規律は
ないが，ヘルプセンターで「追悼アカウント」に移行した場合には相続人はア

クセスできないことを前提とした説明がなされている。

⑸　本稿第二章第二節参照。
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相続人が行なった通信内容等を知らせることは，電気通信法８８条３項３

文によって禁止されていると判断した。原審は，相続法の観点からデジ

タル遺品に関して相続性を認めるか否かの判断はしなかった。

これに対して連邦通常裁判所は，デジタル遺品に関して，包括的権利

承継原則（Universalsukzession）（ドイツ民法１９２２条⑹）に基づいて，相

続性を認めた。契約条項によっても相続性は排除されないことについて，

死後のアクセスを制限する「追悼状態」に関する規律は，ドイツ民法

３０７条３項１文⑺ によって内容規制の対象とならない給付記述

（Leistungsbeschreibung）⑻ではないので，３０７条１項及び２項に基づく

⑹　ドイツ民法１９２２条（包括的権利承継）
　１項 　人の死亡（相続開始）とともに，その財産（相続財産）は，全体として，

他の一人又は数人の者（相続人）に移転する。

　２項 　共同相続人の持分（相続分）については，相続財産に関する規定を適用
する。

　 　なお，ドイツ民法の条文訳については，相続法に関しては太田武男＝佐藤義
彦編『注釈ドイツ相続法』（三省堂，１９８９ 年）を参照した。

⑺　ドイツ民法 ３０７ 条（内容規制）
　１項�　約款中の条項が信義誠実の命ずるところに反して約款使用者の契約相手

方に不当に不利益を与える場合には，その条項は無効である。不相当な不

利益は，規定が不明確であり，かつ理解しがいたことからも生じうる。

　２項�　約款中の条項が次の各号に該当する場合には，疑わしいときは，その条

項は不当に不利益を与えるものと推定される。

　　１号�　法規定と異なる条項が，その法規定の本質的基本理念と相容れないと

き，または，

　　２号�　条項が，契約の性質から生ずる本質的な権利または義務を，契約目的

の達成が危殆化されるほどに制限するとき。

　３項�　第１項および第２項ならびに ３０８ 条および ３０９ 条は，法規定と相違する

または法規定を補充する規律が合意されている普通取引約款中の条項にお

いてのみ適用する。他の規定は，第１項第１文と結びついた第１項第２文

に従って無効となりうる。

　�　なお，ドイツ民法の条文訳については，約款規制に関しては石田喜久夫編『注

釈ドイツ約款規制法 [ 改訂普及版 ]』（同文館，１９９９ 年）を参照した。

⑻　�給付記述（Leistungsbeschreibungen）とは，法規定の欠缺に基づく確定性・
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内容規制の対象となり，「不当な不利益」があるものとして無効となる

とする。アカウントの内容による区分について，当該契約関係は，純個

人的な（höchstpersönlichen）⑼ものではなく，さらに，相続人は純個人

的な遺産の相続が認められる最近親者（nächste Angehörigen）⑽でもある

とする。デジタルコンテンツは日記や手紙に匹敵することについて，ド

イツ民法２０４７条２項⑾及びドイツ民法２３７３条２文⑿から明らかなように，

純個人的なコンテンツの法的地位も相続人に移転されるとする。死後の

　 確定可能性の欠如によって契約関係が履行不可能なものとならないように，必
ず当事者により確定されなければならないすべての契約構成要素であり，それ

らは原則的に内容コントロールの対象とならない（BGH　NJW１９２２, ６８８）（石田・
前掲注 (７)９１頁～９２頁）。
⑼�　訳については，臼井・前掲注 ( １)８６２頁及び中川善之助＝泉久雄『新版注釈
民法 (２６)�相続 ( １)』（有斐閣，１９９２年）６０頁［山畠正男］を参照した。他に，「最

高度に人格的」と表現するもの（米村滋人「人格権の譲渡性と信託――ヒト試

料・著作者人格権の譲渡性を契機に」水野紀子編著『信託の理論と現代的展開』

（商事法務，２０１４年）８３頁）もある。

⑽�　最近親者（nächste�Angehörigen）とは，生存配偶者，子，両親，兄弟姉妹，
直系卑属，生活パートナーである（臼井豊「デジタル遺品の法的処理に関する

一考察（２・完）」立命館法学３６７号（２０１６年）１２１２頁）。純個人的なデータの

相続性について，当初は「財産」概念に固執して，デジタル遺品を財産権的な

部分と非財産権的な部分に区別した上で前者のみ相続を認める限定（解釈）説

が支持された。この峻別的見解では，前者のみが相続人に包括承継され，後者

は最近親者により擁護されることになる。だが２０１３年以降は激しい批判にさら

され，包括承継原則（ドイツ民法１９２２条）は上記の非財産権的な個人データも

含めて全デジタル遺品に適用されるとの拡大（解釈）説が支配的になっていく

（同・１１９０頁）。

⑾　ドイツ民法�２０４７ 条（剰余財産の分割）
　１項�　遺産債務の弁済後に残存する余剰財産は，相続分の割合に応じて，相続

人に帰属する。

　２項�　被相続人の身上，家族又は遺産全体に関する書類については，共同関係

が存続する。

⑿　�ドイツ民法２３７３条（売主にとどまる部分）は，２�文で，「家族に関する文書
又は写真についても」，１�文同様，「疑わしいときは，ともに売買されたも

のとみなすことはできない」とする。
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人格権によっても排除されないことについて，故人の最近親者は，差止・

撤回請求権の形態で防御請求権を行使することができることを理由とす

る⒀。通信の秘密について，相続人は，電気通信法８８条３項⒁の「他人」

ではないので，被相続人の通信内容等を知らせることは電気通信法８８条

３項に違反しないとする。EU一般データ保護規則とも矛盾しないこと

について，EU一般データ保護規則６条１項 b号前段及び f⒂に基づいて，

⒀�　最近親者が差止・撤回請求権という防御請求権を行使する社会生活上の（い
わば受託者的な）義務を負う（その際，被相続人の推定的意思に拘束される )。

具体的には，たとえば相続人に指定された仕事仲間が，電子メール・ボックス

にアクセスし被相続人のプライベートな（ラブレターならぬ）ラブメールを読

んだ後でこれを別の仕事仲間に転送するとき，故人の遺族は，訴訟による対応

をとりうる。これは，もとよりデジタル遺品の相続性それ自体を制限するわけ

ではないが，その取扱いに影響を与える（臼井・前掲注 (１０)１１９６頁，１２１５頁参照）。

⒁�　電気通信法８８条（通信の秘密）
　 　３項　本条２項により義務を負う者は，電気通信サービスの技術システムの
保護を含めてその業務上の提供につき必要とされた限度を越えて電気通信の内

容及び詳細な状況を自ら知り又は他人に知らせてはならない。本項１文の義務

負担者は，その１文に掲げられた目的のためにのみ，通信の秘密の対象となる

事実の認識を利用することが許される。他の目的，特に他人への譲渡のための

認識の利用は，この法律又はその他の法規定が，電子通信業務を明示的に規定

する場合にのみ許される。刑法第１３８条に基づく報告義務は優先される。

　なお，第１文・第２文の条文訳については臼井・前掲注 (１)８６８頁を参照した。
⒂　EU一般データ保護規則６条（取扱いの適法性）
　１項 　取扱いは，以下の少なくとも一つが適用される場合においてのみ，その

範囲内で，適法である：

　　(b) 　データ主体が契約当事者となっている契約の履行のために取扱いが必
要となる場合，又は，契約締結の前に，データ主体の要求に際して手段

を講ずるために取扱いが必要となる場合。

　　(f) 　管理者によって，又は，第三者によって求められる正当な利益の目的の
ために取扱いが必要となる場合。ただし，その利益よりも，個人データの

保護を求めるデータ主体の利益並びに基本的な権利及び自由のほうが優先

する場合，特に，そのデータ主体が子どもである場合を除く。

　 　なお，条文訳は，個人情報保護委員会ウェブサイト「一般データ保護規則の
条文」による。
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適法な取扱いであるといえるとする。

日本では，デジタル遺品の相続性に関して争われた裁判例は無いが，

日本においてもデジタル遺品の問題は注目されている。今後の参考にな

りうるため，ソーシャル・ネットワーキング・サービスのアカウントの

相続性が争われた連邦通常裁判所２０１８年７月１２日判決（以下「本判決」

という。）の内容を紹介し（第二章），分析したうえで（第三章），日本

法への示唆を述べる（第四章）。

第二章�　ドイツ連邦通常裁判所２０１８年７月１２日判決
（Facebook 判決）⒃

本章では，本判決の事実の概要，判決内容を紹介する。なお，判決文

自体には無いが，見出しをつけて判決内容を紹介する。

第一節　事実の概要

両当事者は，Yが運営する，いわゆるソーシャルネットワークのユー

ザーアカウントへのアクセスについて争っている。Xは，死亡した未成

年の娘 Aについての Yが運営するアカウントと，「そこに含まれている

通信内容」にアクセスできるようにすることを請求した。Xは，Aの父

親とともに，相続人共同関係を構成する。両親は，Aの存命中は，Aの

法定代理人だった。

ネットワークを通じて，ユーザーは Yのサーバーを介してオンライ

ンで互いに通信し，コンテンツを交換することができる。これには，写

⒃�　BGHZ登載予定。判決文については，NJW�２０１８,�３１７８� ;�ZIP�２０１８,�１８８１� ;�
MDR�２０１８,�１００２�;�DNotZ�２０１８,�８４６�;�WM�２０１８,�１６０６�;�MMR�２０１８,�７４０�;�K&R�

２０１８,�６３３参照。なお，本判決の第一審であるベルリン地方裁判所２０１５年１２月

１７日判決は，臼井・前掲注 ( １)８５１�頁以下で既に紹介され，詳細な検討が加え

られている。本判決の訳出にあたり，臼井論文を参考にした。
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真や動画のアップロード，他のウェブサイトへのリンク，保存，共有，

コメントとステータスメッセージの投稿（「Posten」），メッセージの共

有と保存などが含まれる。ネットワークを利用するには，登録後，ユー

ザー名とパスワードの形式でのアカウント情報が必要である。ソーシャ

ルネットワークのサービスは，米国に拠点を置くフェイスブック及び，

アイルランドに拠点を置く Yによって提供されている。フェイスブッ

クの約款に従うと，Yは米国外に居住するユーザーの契約当事者である。

２０１１年１月４日，Aは１４歳の時に Yのソーシャルネットワークに両

親の同意を得て登録し，そこにアカウント（「Account」）を持っていた。

２０１２年１２月３日の夕方に，Aは，地下鉄の駅で到着列車に轢かれて死亡

したが，事故の状況は明らかでは無い。

Xはその後，娘のアクセスデータを利用して，Aのユーザーアカウン

トにログインしようとした。しかし，これは，Yが２０１２年１２月９日に第

三者による旧ユーザーの死亡通知を受けた後，いわゆる追悼状態にアカ

ウントが移行したために成功しなかった。追悼状態では，正しいアクセ

スデータであってもユーザーアカウントへのアクセスはできなくなる。

ただし，Yのサーバーに保存されているコンテンツを含むアカウント自

体はそのまま残り，Aが共有するコンテンツを共有されている利用者は

見ることができる。Aの通信相手（「友達」）は，アカウントのプライバ

シー設定に応じて，追悼状態のタイムラインの思い出を共有することが

できる。ただし，Yを除いて，誰もアカウントのコンテンツ（例えば，

保存された写真やメッセージ）にアクセスすることはできない。追悼状

態に関する規律は，Yのウェブサイトのヘルプセンターで閲覧できる。

利用規約には追悼状態に関しては規定されていない。

Xの主張は以下の通りである。Aが死亡する直前に，Aに自殺の意図

があったかどうかについての手がかりを得るために，相続人共同関係は，

ユーザーアカウントにアクセスする必要がある。さらに，Xらは，地下
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鉄の運転手からの損害賠償請求を免れるためにアクセスする必要がある。

娘のユーザーアカウントの個人的な通信内容は，相続人共同関係に受け

継がれた。電気通信法８８条に基づく通信の秘密の保護は，この規律が Y

に，人的な観点においても物的な観点においても適用されないため，相

続人への承継を妨げるものではない。いずれにしても，追悼状態によっ

て引き起こされるアクセス妨害の排除は正当化される。Aの通信相手に

有利なデータ保護は，関係する基本権の位置の実践的整合性の文脈にお

いて，相続人のアクセス権に劣後する。最終的に，追悼状態についての

利用条項は，そもそも有効に組み入れられている限りにおいて，ドイツ

民法３０７条１項１文に従って，無効となるという主張である。

ベルリン地方裁判所は，Aの完全なユーザーアカウントとそこでの通

信内容にアクセスするよう相続人共同関係に許可するように Yに命じ

た⒄。Yが控訴した。

第二節　原審

原審⒅は，相続人共同関係が，ドイツ民法１９２２条による相続法の観点

から，Aのアカウントへのアクセス権を持っていたかどうかについては

判断していない。いずれにせよ，Aの両親に，アカウント経由で，Yの

サーバーにまだ保存されている通信内容と状況を知らせることを，電気

通信法８８条３項３文は，Yに禁止していると原審は判断した。

原審の認定は以下の通りである。ソーシャルネットワークの運営者と

して，Yは，メッセージとコンテンツを交換または共有する場合，電気

通信法３条６号によるサービスプロバイダである。Y自体が信号を送信

するわけではないが，電気通信会社の外部信号送信機能を考慮しなけれ

⒄　FamRZ ２０１６, ７３８.
⒅　FamRZ ２０１７, １３４８.
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ばならない。さらに，Yは，テレメディア法２条１文１号によるサービ

スプロバイダであり，その結果―同法３条３項１号及び２号に関する―

同法７条３項２文によって，電気通信法８８条３項の規律が適用される。

電気通信法８８条に基づく保護の範囲は，Yのサービスを通じて交換さ

れる私的なメッセージの内容と状況，及び限られた数のユーザーと共有

される内容をカバーする。これは，通信内容が Yのサーバーに保管さ

れている限り，受信者の認識にかかわらず適用される。

特に，電気通信業務の明示的な関連を必要とする電気通信法８８条３項

３文に従って，相続人に通信内容を譲渡するための法的許可が欠けてい

る。これらの要件は，ドイツ民法１９２２条によっても電気通信法９１条以下

によっても満たされない。相続人はまた，通信業務に関与しておらず，

したがって，電気通信法８８条３項３文の意味での「他人」である。さら

に，通信の秘密は，相応する法律なしに干渉を正当化するものではない

ため，実践的整合性によって，相続人の利益に劣後する必要はない。

通信参加者の同意に基づいたアクセスの許可もできない。Aがそのよ

うな同意をしているかどうかに関わらず，彼女の通信相手から相続人へ

の通信内容の伝達に対する決定的または主張された同意はない。

最終的に，Yが追悼状態の解除の権利を有するため，追悼状態の解除

についてのドイツ民法２８０条及び１９２２条による損害賠償請求権はない。

保護者の監護権は Aの死亡で終了し，死亡後の監護権に，アクセス権

が由来するものではない。このことは，親の一般的人格権と，子の死の

状況と背景について確かな情報を得るという願望にも適用される。連邦

データ保護法の保護範囲と適用範囲は生存者に限られているため，連邦

個人情報保護法３４条の類推適用による開示請求もない。

以上が，原審の判断である。
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第三節　本判決

１　判旨

ソーシャルネットワークのアカウント所有者が死亡した場合，原則と

して，ドイツ民法１９２２条に基づいて，利用契約が相続人に移転する。ユー

ザーアカウント及びその中の通信内容へのアクセスは，被相続人の死後

の人格権によっても，通信の秘密またはデータ保護法によっても妨げら

れない。

２　理由

第一審裁判所が，結果として，請求を認容したことは適切である⒆。

Yはこの点で異議を述べていない。

原審の意見とは対照的に，請求は十分に理由があるものである。Xは，

相続人共同関係が Aのアカウントへのアクセス権をその中に含まれる

内容に限って認めることを，Yに請求する権利を有する。このような請

求権は相続され，そして，それは，死後の人格権にも，通信の秘密，デー

タ保護法上の規律または Aの通信相手の一般的人格権にも矛盾しない⒇。

⒆�　国際管轄規定について，しかしながら，Art. １７ Abs. １ Buchst. c), Abs. ２ 
i.V.m. Art. １８ Abs. １ Var. ２ der Verordnung (EU) Nr. １２１５/２０１２ des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom １２. Dezember ２０１２ über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen - Brüssel Ia-VO; ABl. L ３５１ vom ２０. Dezember ２０１２, S. １.

⒇�　同様にたとえば，BeckOK BGB/Müller-Christmann, Stand １. Mai ２０１８, § １９２２ 
Rn. １０１; BeckOGK BGB/Preuß, Stand １. Juni ２０１８, § １９２２ Rn. ３８７ ff; MüKoBGB/
Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２５ ff; Biermann, ZErb ２０１７, ２１０ ff; Bock, AcP 
２１７, ３７０ ff; Herzog, ZErb ２０１７, ２０５ ff; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der 
Vorsorge- und Erbrechtspraxis, §§ ４ und ５; Klas/Möhrke-Sobolewski, NJW ２０１５, 
３４７３ ff; Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １２５ ff und １５７ ff; Lieder/Berneith, FamRZ 
２０１６, ７４３ f; Litzenburger, FD-ErbR ２０１７, ３９２１５５; Ludyga, JM ２０１６, ４４２ ff und 
ZEV ２０１８, １ ff; Salomon, NotBZ ２０１６, ３２４ ff; Seidler, Digitaler Nachlass, S. １１４ ff; 
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a）アクセス請求権

ユーザーアカウントと，そこに保存されているコンテンツへのアクセ

ス請求権は，相続人との間で承継された Aと Yとの間の債務関係契約

から生じる。

aa)�アカウントに関する債務法上の契約

Yと Aが，Aの法定代理人の同意によって（ドイツ民法１０７条），「ア

カウント」の設定と利用に関する債務法上の契約を締結したことを，原

審が前提としたのは適切である�。当該契約の法的性質は�，未決定の

ままである。なぜなら，ここで関連する法的問題にとっては重要ではな

いからである。

bb）ドイツ法の適用可能性

正当であり，両当事者によって攻撃されていないことであるが，原審

はドイツ法の契約関係を適用する。当該契約は，契約債務に適用される

法に関する ２００８年 ６月 １７ 日欧州議会及び理事会規則（ローマ I 規則）

３条１項及び６条２項によると，両当事者によって選択されたドイツ法

に従う。その適用性は，消費者契約のため，ローマⅠ規則６条１項にも

従う。

　 Solmecke/Köbrich/Schmitt, MMR ２０１５, ２９１ ff; Willems, ZfPW ２０１６, ４９４, ５０２ ff; a.A. 
Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６. ６ ff; Brinkert/Stolze/Heidrich, ZD 
２０１３, １５３ ff; Leeb, K&R ２０１４, ６９３ ff; Martini, JZ ２０１２, １１４５ ff.

� 　 Redeker in Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Stand Februar 
２０１８, Teil １２ Rn. ４２４; Redeker, IT-Recht, ６ . Aufl., D. Rn. １１７４; Kosmides in 
Schneider, Handbuch EDV-Recht, ５. Aufl., W. Rn. ５２５ ff; Staudinger/Klumpp (２０１７), 
BGB § １０７ Rn. ３０; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. ４５ fを参照。
� 　これについて，Redeker in Hoeren/Sieber/Holznagel, aaO; Kutscher, aaO; Seidler, 

Digitaler Nachlass, S. １２９ ff; Bräutigam, MMR ２０１２, ６３５を参照。
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cc）契約の相続人への移転（ドイツ民法１９２２条）

当該権利と義務を伴った契約関係は，Aの死亡によって，ドイツ民法

１９２２条１項に基づいて，相続人に移転した。相続人は，これによって，

当該契約関係に入ったので，契約当事者として，Aのアカウントにアク

セスする権利及びそこに含まれている財産権上の及び純個人的な（デジ

タル）コンテンツにアクセスする権利を持っている。

ドイツ民法１９２２条１項に基づいて，財産は全体として相続人に移転す

る。ここには，原則として，債務法上の契約から生じる権利及び義務も

含まれる。それは，ここで問題になっている利用契約もであり，その際

に，相続人は，すべての権利及び義務をともなって，当該契約上の法的

地位に入る� 。

利用契約から生じるユーザーアカウントへのアクセス権の相続性は，

契約条項によっても排除されず（これについて下記（１）），相続性の排

除は，契約の本質からも導き出されない（これについて下記（２））。ア

カウントに保管されたデータの内容の種類に応じた区別も否定される

（これについて下記（３））。

　

（１）契約上排除されていない相続可能性

請求権の相続性は，契約によって排除することができる� 。これはこ

こでは当てはまらない。

（１. １）

Yの利用規約は，利用契約及びユーザーアカウントの内容の相続性に

��　MüKoBGB/Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２０ und ２５; BeckOGK BGB/Preuß, 
Stand １. Juni ２０１８, § １９２２ Rn. １７３ ffを参照。
��　MüKoBGB/Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２１; BeckOGK BGB/Preuß, Stand １ . 

Juni ２０１８, § １９２２ Rn. １７３を参照。
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ついての規律を含まない。確かに，利用規約によると，ユーザーアカウ

ントは，本名で開設しなければならず（利用規約４条），アクセスデー

タやユーザーアカウントを第三者に譲渡することを許可しない（利用規

約３条５項，４条１項，４条２項及び４条９項）。しかし，原審が適切

に述べたように，これらの規律は存命中の利用者の行動のみに適用され

るものであり，死亡に関する叙述は含んでいない。 したがって，契約

上の利用関係の相続性及び，そこから生じるアカウントアクセス権が，

普通約款において，原則として有効に除外されるかどうかは，明らかで

はない� 。

（１. ２）

非相続性は，追悼状態に関する Yの規律からも生じない。

（１. ２. １）

条項が，利用契約の構成部分となっていないため，ここでは，ドイツ

民法３０５条２項の適用は見いだされない�。Aと Yとの間の契約の基礎

となる利用規約には，追悼状態に関する規律は含まれていない。むしろ，

追悼状態に関する規律は，当該ソーシャルネットワークサービスのヘル

プセンターのみに存在し，ドイツ民法３０５条２項１号及び２号が，当該

� 　個別事例の考察において支持するものとして，MüKoBGB/Leipold, ７. Aufl., § 
１９２２ Rn. ２９; Biermann in Scherer, Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht, ５. Aufl., § 
５０ Rn. ５８ ff; Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.２２ ff; Bock, AcP ２０１７, 
３７０, ４１１ ff; Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １２５, １２７ ff; Raude, ZEV ２０１７, ４３３, ４３７; 
ドイツ民法１９２２条を指摘し否定するものとして，Gloser, MittBayNot ２０１６, １２, 
１９; Herzog, NJW ２０１３, ３７４５, ３７５１; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １２６ f; NK-
NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ９２; Pruns, AnwZert ErbR １６/２０１６ Anm. ２ mwN.

��　Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- und Erbrechtspraxis, §５ Rn. 
１８ ff; Ludyga, ZEV ２０１８, １, ３; Pruns, AnwZert ErbR １６/２０１６ Anm. ２; Willems, 
ZfPW ２０１６, ４９４, ５０９を参照。
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規律を契約の構成部分とするために必要とするように，追悼状態に関す

る規律について利用規約に，あるいは他の方法で契約締結時に示す，あ

るいは関連づけているということは無かった。

（１. ２. ２）

これにもかかわらず，追悼状態に関する規律は，ドイツ民法３０７条１

項及び２項１号に従って，利用関係から生じるアカウントアクセス権の

相続性を有効に排除するものではない�。それらの規律は，事後的に，

Yの履行義務を変更する。Yは，死亡通知後に，確かに引き続き，Aの

ユーザーアカウントのための通信プラットフォームを提供する必要が

あったが，しかしながら，相続人に，新しい契約当事者として，アカウ

ント及びそこに保管されている非公開のコンテンツにアクセスすること

をもはや認める必要はなかった。

（１. ２. ２. １）

原審の意見とは対照的に，これらの規律は，ドイツ民法３０７条１項及

び２項に基づく内容規制の対象となる。同法３０７条３項１文によって内

容規制の対象とならない給付条項が問題となっているのではない。直接

の給付対象に関する取り決めの場合にのみ，内容規制を免れるが，一方

で，ユーザーの給付義務を制限，変更，修正または調整する規律は内容

的に規制され得る� 。審査の対象とならない給付記述について，規律は

��　追悼状態に関する規律の有効性については，以下の文献も参照。MüKoBGB/
Leipold, ７. Aufl., § １９２２ Rn. ２９; NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ９５; Deusch, 
ZEV ２０１６, １８９, １９５; Gloser, DNotZ ２０１６, ５３７, ５４８ f; Kutscher, Der digitale Nachlass, 
S. １２６ ff; Litzenburger, FD-ErbR ２０１７, ３９２１５５; Ludyga, JM ２０１６, ４４２, ４４６; ders., 
ZEV ２０１８, １, ３; Pruns, AnwZert ErbR １６/２０１６ Anm. ２; Raude, RNotZ ２０１７, １７, 
２３; offen: Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １２５, １２９; aA im Hinblick auf § ８８ TKG: 
Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.２６ f.

��　詳細及びさらなる説明については，Senat, Urteil vom ５. Oktober ２０１７ - III ZR 
５６/１７, NJW ２０１８, ５３４ Rn. １５ fを参照。
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狭い範囲しか残っておらず，本質的な契約内容の確実性・確定可能性の

欠如のために，当該規律の存在が，有効な契約をもはや承認されえない

ということはない�。これは，追悼状態についての規律の場合ではない。

それらは，合意の中核を成し直接の給付対象に関する取り決めを構成す

るのではなく，既存の給付範囲の事後的な変更である。アカウント及び

そこに保管されているコンテンツへのアクセスならびにそれらに関する

利用を可能にすることをユーザーに認めるという，Yの原則として無制

限に存在している契約上の主たる給付義務は，これによって，死亡通知

後の期間については，相続人に対して制限され，したがって，利用契約

に基づく請求の本質的な内容は変更される。

（１. ２. ２. ２.）

利用契約に入った相続人の契約上の権利が相当に制限されていること

を考慮すると，ドイツ民法３０７条１項及び２項の意味における不当な不

利益がある。これらの条項は，確かに，利用関係の承継それ自体を妨げ

るものではないが，しかし，任意の第三者による死亡通知後に，アカウ

ントへのアクセス権を拒否し，それによって主たる給付請求を相続人か

ら奪うことにより，当該条項は，相続人の権利を侵食する。このことは，

ドイツ民法３０７条２項１号の意味において，ドイツ民法１９２２条の本質的

な考え方に矛盾する。同法１９２２条は，相続人へすべての権利義務を伴っ

た債務関係が移転することを想定している。包括的権利承継原則は，財

産を明確に配分し，関係する当事者の法的安定性を確保することにも役

立つことを念頭に置くべきである�。追悼状態によって，Y以外の誰も

アクセス権を持たない「データ墓地」を作成した場合，このことは保障

�　上記当院判決。
�　Pruns, AnwZert ErbR １６/２０１６ Anm. ２.
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されない。学説で支持されている見解とは異なり，通信の秘密性に関し

て，この規律における Yの正当な利益はない。なぜなら，Yが，アク

セスを許可する際に，電気通信法８８条に定められた法的義務に違反しな

いからである�。

同時に，ドイツ民法３０７条２項２号の違反がある。なぜなら，追悼状

態への移行は，契約関係に基づく本質的な権利，すなわちアカウントへ

のアクセス，そこに格納されたコンテンツへアクセス，及びそれらを処

分する権限が無くなり，その結果契約目的の達成がもはや不可能になる

ということにつながるからである�。

ドイツ民法３０８条４号によっても追悼状態の規律が無効となるかどう

かは，問題としなくてよい。なぜなら，この状態にアカウントを移行し

ても，「場合によっては」あるいは「まれに」，コンテンツを引き出すこ

とを，Yは留保することがあるからである。

（２）契約の本質に基づく非相続性は無い

契約の本質からも，非相続性は引き出されない。

対象が変わる場合に，その本質において，給付を変えるという具合に，

権利者または義務者に合わせて権利の内容が，ドイツ民法３９９条ならび

に同法３８条から生じる法原則を考慮して調整される場合には，契約上の

規律が無くても，非相続性を認めることができる�。それはここでは当

てはまらない。

��　これについて，下記２cを参照。他の見解として，Staudinger/Kunz (２０１７), 
BGB § １９２２ Rn. ５９６.２７.
��　Gloser, DNotZ ２０１６, ５３７, ５４８ f; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １２６ ff; Raude, 

RNotZ ２０１７, １７, ２３を参照。
��　MüKoBGB/Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２１; Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § 
１９２２ Rn. ５９６.１０ f.
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（２. １）

当事者―Y及びそれぞれのユーザー―の義務は，純個人的な性質では

ない。Yの給付は，各ユーザーに対して同じであり，人格には関係しな

い。ユーザーによって作成され，伝達された―契約からは独立した―コ

ンテンツだけが，人格に関連する�。コミュニケーションプラットフォー

ムを利用可能にし，ユーザーの注文に従ってコンテンツを公開するか，

またはメッセージを別のユーザーアカウントに送信し，送信されたメッ

セージまたはこのアカウントで共有されるコンテンツをアクセス可能に

する義務を，Yは，契約相手方に対して負う。その点では，Yの純粋な

技術サービスであり，人格に関するものではない。これらは―例えば医

者との診療契約の場合と異なり―そのまま相続人に対しても提供するこ

とができる�。

確かに，アカウント保有者のみが，自分のアカウントの下でコンテン

ツを公開（「投稿」）し，メッセージを書くことができるという限りにお

いて，契約関係は，アカウント保有者に合わせて調整され，したがって

人格に関するものであるということは，正しい。しかし，非相続性を引

き起こすことはなく―ジーロ契約の場合のように�―相続人による Aの

アカウントの積極的な再利用を，もしかしたら引き起こす可能性がある。

積極的な再利用は定型的に意図されることではないが，相続法が予定す

るところではない�。このことは問題としなくて良い。なぜなら，法的

��　たとえば，プロフィールページの作成あるいはメッセージの送信である。
Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １５７参照。

��　Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.１１; Herzog/Pruns, Der digitale 
Nachlass in der Vorsorge- und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ４２; Lange/Holtwiesche, 
ZErb ２０１６, １２５, １２９ f; Raude, ZEV ２０１７, ４３３, ４３６; i.E. auch Willems, ZfPW ２０１６, 
４９４, ５０６; a.A. Klas/Möhrke-Sobolewski, NJW ２０１５, ３４７３, ３４７４.
��　これについて，BGH, Urteile vom １８. Januar ２０００ - XI ZR １６０/９９, NJW ２０００, 
１２５８ und vom １０. Oktober １９９５ - XI ZR ２６３/９４, BGHZ １３１, ６０, ６４.
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紛争の対象は，相続人による呼び出しのための既存のアカウントコンテ

ンツの提供にすぎないからである。Yのこの給付の内容は，給付を提供

する人物に依存するものではなく，その結果，この観点において，相続

人にコンテンツを提供する必要が無いことについての Yの保護される

べき利益は無い。

現在，相続法上の地位として，積極的な利用によるアカウントの―よ

くあるように Xによってあるいは意図的でないにしても相続によって

―承継が語られていない点に関して，Yが―原審で述べたように―定期

的にユーザーの身元確認を実施するための内部手続きを利用できたかど

うか，そして，Yがそのような監査を行なっていたかどうかは，重要で

はない。このことも，相続性をこの意味において排除する純個人性を根

拠づけるのものではない。なぜなら，既存のアカウント内容へのアクセ

スを許可する形である，相続人に対して負っている給付履行は，純個人

的な関連性が無いからである。

（２. ２）

Yが，ユーザーに，「任意の IPコンテンツを利用するための非独占的，

譲渡可能，サブライセンス可能，かつ無償の，全世界を対象としたライ

センス」（約款２.１)を付与することからは，純個人的な，相続性を排

除する契約の性質は生じない。たしかに，Yはそれによって―その条項

の有効性を前提として―個々の個人に関するデータに対する権利を取得

する。しかし，これは，相続法上の承継とは関係なく存続したままであ

る。なぜなら，Yが契約に従って利用することができるデータベースは，

相続開始によって変更されないからである。Xの主張は，アカウントの

��　これについて，Herzog, NJW ２０１３, ３７４５, ３７４９; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass 
in der Vorsorge- und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ３７ f; Raude, RNotZ ２０１７, １７, ２０を参照。
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アクティヴな継続とコンテンツの作成を目的とするものではなく，既存

のアカウントとそのコンテンツへのアクセスを目的としているため，相

続開始時に存在するデータは利用可能なままであり，さらなる個人デー

タは追加されない。この限りにおいて，アカウント名義人の変更は，Y

にとって不合理ではない。

（２. ３）

純個人性及びそれによるユーザーアカウントへのアクセス権の相続性

の契約上の排除は，利用契約の中で黙示に前提とされ，根本的な根拠で

ある，Aの通信相手の人格権の保護からも引き出されない。確かに，ソー

シャルネットワークの提供者との利用契約の締結は，ネットワークの参

加者との間のメッセージ及びそれ以外の非公開の共有されたコンテンツ

が，いずれにせよ原則として秘密であり，Yによって第三者に開示され

ることはないことを期待させるかもしれない。しかし，死亡したユーザー

とネットワークの他の参加者との間の交換について相続人に対して秘密

を厳守することは，―死後でさえも―保証されるという正当な信頼は，

契約上の規定と原因である技術的な規約によれば，無い。

（２. ３. １）

メッセージやその他のコンテンツを送信・提供する Yの契約上の義

務は，当初からアカウントに関連することである。

Yの義務は，メッセージや他のコンテンツを特定の人に送信したり，

特定の人にアクセスできるようにしたりすることと関連することではな

く，指定されたユーザーアカウントの送信・提供に関連することである。

匿名性は，システム固有のものであり，合理的なユーザーは認識し Y

によって管理することができない。このようなユーザーアカウントにそ

のつどログインしたユーザーの匿名性を考慮すると，Yが特定の人に送
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信する義務を前提とすることはできず，選択されたユーザーアカウント

への送信・提供する義務のみを前提とすることができる�。したがって，

ユーザーデータを登録する人物が，受信者として指定された人物と同一

かどうかを，Yも，メッセージ送信者やコンテンツ共有者も調べること

はできない。同様に，メッセージ送信者が，受信者として指定された人

物が実際にユーザーアカウントの所有者であるかどうかを認識できるこ

とはほとんどない。むしろ，宛先の識別機能は，送信者によって選択さ

れたユーザーアカウントである。メッセージをこの者に送信すべきであ

り，あるいは共有コンテンツをこの者に公開すべきである。その結果，

それぞれのユーザーアカウントに適切なアカウントアクセスデータでロ

グインする者は，意図した通りにアクセスできる。ユーザーアカウント

が誤った名前で管理されるリスクは，通信相手が負担する�。同じことが，

第三者がメッセージやその他のコンテンツを読むリスクにも当てはまる。

なぜなら，第三者は，アカウント所有者のアクセスデータを渡すことに

よってユーザーアカウントのコンテンツにアクセスできるため，または

アカウント所有者がコンテンツを第三者に転送するか，またはこれを表

示するためである。この限りにおいて，アナログ通信の場合と何も異な

らない―手紙を届ける会社は，正しいポストに投函することに対しての

み責任を負うが，しかしながら，受取人として指定された人物もまた，

手紙を開くかどうか，あるいはそれを第三者に示すかどうかについては

責任を負わない。ソーシャルネットワークのよく知られた平均的なユー

ザーは，メッセージを送った後はもう，最終的に誰がそのコンテンツに

気づくのかを，自分ではコントロールできず，そして，原則として，送

��　Herzog, ZErb ２０１７, ２０５, ２０８; NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ６８; Herzog/
Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ６１参照。
��　これについて，Graulich in Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich, TKG, ２. Aufl. ２０１５, § 
８８ Fernmeldegeheimnis Rn. ６５を参照。
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信されたメッセージやコンテンツを返すよう要求することはできないこ

とを認識している。手紙の送付者と同様に，ユーザーは，その限りにお

いて，メッセージを処分する権限を放棄したことを認識している�。

したがって，指定されたユーザーアカウントにメッセージを送信する

ことにより，Yはその契約上の義務を果たし，正しいアカウントアクセ

スデータでユーザーアカウントにログインしたユーザーがいつでも呼び

出すことができ，選択されたユーザーアカウントに他のコンテンツを提

供することができる。したがって，保護された通信は，適切なデータを

利用してユーザーアカウントにログインする者のためのコンテンツの記

録，提供及び送信を含む。アカウント所有者がこれにアクセスしたので

はなく，アクセスデータを持つ別の者がこれにアクセスする場合，その

ような情報は，通信参加者によって管理され，合理的な判断で知られる

リスク範囲にのみ割り当てられうる。アカウント所有者の通信相手が，

彼の生涯の間に，第三者がそこに保存されているコンテンツを知るとい

うリスクを負っている場合，このことは，ユーザーの相続人がこれらに

アクセスすることにますます適用される。

送信者によって指定されたユーザーアカウントへのメッセージの送信

の実行は，その際に―送信者は，メッセージを非表示にするべき時刻を

一定の範囲であらかじめ設定することができることを前提として―，当

該死亡を超えて時間的な制限を受けずに効力を持ち，アカウントが存在

する限り，Yのサーバーに保存されているメッセージは，受信者のアカ

ウントのユーザーによって呼び出される可能性を含む。規定によれば，

特定のユーザーアカウントに送信されたメッセージは，送信者のアクセ

ス領域にもはや存在せず，いつでも永久にアクセスする請求権を，ソー

��　NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ６８; Bock, AcP ２１７, ３７０, ４０８; Herzog/Pruns, 
aaO, § ４ Rn. ８４; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １４５; Pruns, NWB ２０１４, ２１７５, 
２１８２ fを参照。
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シャルネットワークに対して持つ受信者のアカウントの権利者のアクセ

ス領域に存在する。したがって，送信者は基本的に送信後に，Yがヘル

プセンターで指摘している，受信者のアカウントからメッセージを削除

することを要求することはできない。その意味では，状況はアナログ伝

達手段に匹敵する―送信された文書が受信者のアクセス領域に到達する

とすぐに，すなわち，例えば，彼のポストに投げ込またら，送信された

文書の返却を請求する可能性はない。

したがって，メッセージの送信者は，彼が選択した受信者アカウント

に対してのみ，彼のメッセージが Yによって提供されると信じること

ができる。しかし，送信者は第三者が依然として彼のメッセージの内容

を知ることができるという事実を考慮に入れなければならない。このこ

とは，これによって付与される第三者へアクセスの許可に関して，アカ

ウント権利者の生存中にも適用され，死亡した場合にも，契約関係の承

継に関して適用される。なぜなら，彼は，通信相手が死ぬ可能性があり，

第三者がユーザーアカウントを承継し，当該契約関係に入り，それによっ

て新しいアカウント権利者としてアカウントのコンテンツにアクセスす

ることを考慮に入れなければならないからである。

Aのユーザーアカウントと共有されている他のユーザーのコンテンツ

に対して，共有者がこれに対する認可を変更しない限り，または共有コ

ンテンツを削除する限りにおいて，同じことがあてはまる。その限りに

おいて，共有者は，同様に，受信者のアカウントの権利者が生きている

間と同様に死んだ後も，共有されたコンテンツをさらなる人物が知るこ

とを考慮に入れなければならない。ただし，共有者は，共有されたコン

テンツを表示する権限を変更し，それによって，相続人を，将来につい

て，そのコンテンツへのアクセスを排除する権限を持つ。
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（２. ３. ２.）

さらに，ソーシャルネットワークのアカウント所有者の通信相手は，

メッセージの受信者がネットワークオペレータのサーバー上にそれを残

し，自分のコンピュータまたは他の媒体（たとえば USBフラッシュメ

モリ）にローカルに保管したり，紙に印刷したりしないことを正当に期

待することはできない。この場合，相続人はメッセージの内容に容易に

アクセスすることができ，送信者はそれを認識しなければならない。

（３）アカウントの内容による区分は無い

学説で部分的に提唱されている，ユーザーアカウントの内容によるア

カウントアクセスの相続性の区別は否定されるべきである。この見解に

よれば，電子メールあるいはソーシャルネットワークのメッセージで，

財産権に関するものは相続可能であり，それに対して，非財産的なとり

わけ純個人的なコンテンツは相続可能ではないという�。

故人の記憶と死後の人格権のために重要な情報は，相続人に引き渡さ

れるのではなく，Aの最近親者に伝達されるべきである�。この際に，

死後の人格権を擁護するために，純個人的なコンテンツの存在に基づく

ユーザーアカウント全体の「感染」が議論され�，第三者によって行わ

れる財産権に関するコンテンツと純個人的なコンテンツとの分離が議論

されている�。

この見解によってさえ，ここでアクセスを許可する必要があろう。な

� 　Hoeren, NJW ２００５, ２１１３, ２１１４; Martini, JZ ２０１２, １１４５, １１５２; Brinkert/Stolze/
Heidrich, ZD ２０１３, １５３, １５５; これに関して Bräutigam, Stellungnahme des DAV zum 
Digitalen Nachlass, S. １６, ２４ fも参照。.
� 　Hoeren, aaO, S. ２１１４.
� 　この兆しを示すものとして，たとえば，Bräutigam, aaO, S. ２４ f; Rott/Rott, 

NWB-EV ２０１３, １６０, １６４; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １０５ fがある。
� 　Martini,�aaO.
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ぜなら，Xとアカウント所有者の父親は，相続人であるだけでなく，最

近親者でもあるからである。いずれにせよ，多くの学説はこのような区

別を正当にも拒否している�。

立法上の評価によれば，ドイツ民法２０４７条２項及びドイツ民法２３７３条

２文から明らかなように，純個人的なコンテンツの法的地位も，財産的

価値とは関係なく，相続人に移転される。確かに，これらの規定には，

純個人的な法的地位の相続性に関するいかなる直接的な規律も含まれて

いない。しかし，学説はこれらの規定を前提とし，その相続性について

の結論を導き出し，法律は，その限りにおいて，純個人的な遺産と財産

的価値がある遺産を区別しないことからも相続性についての結論を導き

出す。したがって，立法者は，ドイツ民法２０４７条２項で，Aの身上に関

する書類について，共同関係が存続する�ことを規定した。ドイツ民法

２３７３条２文は，家族に関する文書または家族写真は，相続財産の売買の

際に，売却したものとみなすことはできないと規定する�。両規定とも，

これらの純個人的な文書が相続財産に属することを前提とする。純個人

� 　BeckOK BGB/ Müller-Christmann, Stand １ . Mai ２０１７, § １９２２ Rn. １００; 
BeckOGK BGB/Preuß, Stand １ . Juni ２０１８, § １９２２ Rn. ３８７ f; MüKoBGB/
Leipold, BGB, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２６; NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ３８ 
ff; Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.６ ff; Biermann, ZErb ２０１７, ２１０, 
２１３ f; Bock, AcP ２１７, ３７０, ３８３ ff; Bräutigam in Burandt/Rojahn, Erbrecht, ２. Aufl., 
§ １９２２ BGB Anhang Digitaler Nachlass Rn. １０ f; Herzog, NJW ２０１３, ３７４５, ３７４８ 
f; Herzog, ZErb ２０１７, ２０５ ff; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- 
und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. １１; Klas/Möhrke-Sobolewski, NJW ２０１５, ３４７３, ３４７４; 
Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １０２ ff; Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １２５ ff; 
Lieder/Berneith, FamRZ ２０１６, ７４３; Litzenburger, FD-ErbR ２０１７, ３９２１５５; Ludyga, jM 
２０１６, ４４２, ４４４ ff und ZEV ２０１８, １, ４; Salomon, NotBZ ２０１６, ３２４, ３２６ f; Solmecke/
Köbrich/Schmitt, MMR ２０１５, ２９１; Steiner/Holzer, ZEV ２０１５, ２６２ f.
��　これについて，Mugdan, Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

für das Deutsche Reich, V. Band S. ３７１, ５０７を参照。
��　Mugdan, aaO, II. Band S. １９７を参照。
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的なアナログ文書，例えば， 日記や手紙は相続されることには争いはな

い。

相続法上の観点から見ると，デジタルコンテンツを異なる方法で扱う

理由はない。なぜなら，アナログコンテンツとデジタルコンテンツの純

個人性に関する重要な基準が同等にあてはまるからである�。記録媒体

または伝達媒体は，この場合には重要ではない。デジタルコンテンツが

ハードディスクや USBフラッシュメモリのようなローカル記録媒体に

保存されているのか，サービスプロバイダのサーバーに保存されている

のかに応じて区別することは，首尾一貫しないことであり，法律によっ

ても命じられないであろう�。純個人性は，有形化の形式や記録形式か

ら生じるのではなく，コンテンツから生じるからである。唯一の違いは，

相続性の形式と方法の中にのみある。すなわち，一方で，文書または記

録媒体の場合，Aの所有または占有において，これらの法的地位は相続

人に移転され，他方で，―ここでのように―サーバーのコンテンツでは，

相続人は契約上の関係に入る。相続性に関する異なる扱い自体は，これ

を正当化するものではない。

最終的に，純個人的なコンテンツと他のコンテンツとの区別は，克服

することができないかなりの実用上の問題につながる。電子メールと

ユーザーアカウント，―または個別の電子メールやメッセージでさえ―，

もっぱら純個人的なあるいは財産法上の目的にいつも役に立つわけでは

ないため，すべてのデジタルコンテンツの審査と分類が必要となる。誰

がこれを行なうべきであり，法律上行なえるのかが明確ではない�。さ

� 　NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ４０; Herzog, ZErb ２０１７, ２０５, ２０６ f; Herzog/
Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- und Erbrechtspraxis, § ２ Rn. ４３ ff; 
Litzenburger, FD-ErbR ２０１７, ３９２１５５; Steiner/Holzer, ZEV ２０１５, ２６２, ２６３を参照。
��　Herzog/Pruns, aaO, § ４ Rn. ９ f; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １１５ f, i.E. 

auch Staudinger/Kunz (２０１７) BGB, § １９２２ Rn. ５９６.８ f; jew mwN zur aAを参照。
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らに，純個人的なコンテンツと財産的価値があるコンテンツとの間の境

界が不明瞭であり，明確で一義的な境界基準を定義することは困難であ

り，とりわけ純個人的なコンテンツが相続の際に財産法上の関連性を獲

得しうることがあるからである�。

b）死後の人格権との矛盾はない

学説の見解�とは反対に，Aの死後の人格権は，デジタルな純個人的

なコンテンツの相続性を妨げるものではない。

これは，ドイツ基本法１条１項に従った人間の尊厳の不可侵の基本権

に由来し，以下の一般的な尊重要求を保護するために役立つ。尊重要求

は，彼の人格に基づいて当該人の権限に属し，そして道徳的・人格的・

社会的妥当性に基づいて当該人の権限に属し，自分の生涯の成果によっ

てその人が獲得したものである�。その無形の構成部分への干渉が生じ

た場合，故人の最近親者は，差止・撤回請求権の形態で防御請求権を行

使することができる�。これは，純個人的なデジタルコンテンツに対する，

��　Bräutigam in Burandt/Rojahn, Erbrecht, ２. Aufl., § １９２２ BGB Anhang Digitaler 
Nachlass Rn. １０; Biermann, ZErb ２０１７, ２１０, ２１３; Bock, AcP ２１７, ３７０, ３９２ f; 
Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １０５ f, １１３ f; Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １５７, 
１６１も参照。

��　Bräutigam in Burandt/Rojahn, Erbrecht, ２. Aufl., § １９２２ BGB Anhang Digitaler 
Nachlass Rn. １０; Lange/Holtwiesche, ZErb ２０１６, １５７, １６１.
��　MüKoBGB/ Rixecker, ７. Aufl., § １２ Anh. Rn. １６０; Martini, JZ ２０１２, １１４５, １１５０ 

ff; Hoeren, NJW ２００５, ２１１３, ２１１４; Brinkert/Stolze/Heidrich, ZD ２０１３, １５３, １５５.
��　確立した判例である。BVerfG, NVwZ ２００８, ５４９Rn. ７ f; BGH, Versäumnisurteil 

vom １６. September ２００８ - VI ZR ２４４/０７, NJW ２００９, ７５１ Rn. １６を参照。
��　BGH, Urteile vom ５. Oktober ２００６ - I ZR ２７７/０３, BGHZ １６９, １９３ Rn. １１ und vom 
６. Dezember ２００５ - VI ZR ２６５/０４, BGHZ １６５, ２０３, ２０６, jeweils mwN; MüKoBGB/ 
Rixecker, ７. Aufl., § １２ Anh. Rn. ４９, ５５; MüKoBGB/Leipold, ７. Aufl., § １９２２ Rn. １２３; 
Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.８; Bock, AcP ２１７, ３７０, ３８９を参照。
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相続権に優先する最近親者の権利を正当化するものではない�。なぜな

ら，相続人は，ここでは，いずれにしても同時に，死者の最近親者であ

ることは，当該関連において，決定的なものではない。

c）本請求は通信の秘密を破らない

原審の見解とは反対に，Aの完全なユーザーアカウント及びそこに保

持されているコンテンツにアクセスする相続人共同関係の請求は，電気

通信法８８条３項によっても妨げられない。通信の秘密は，Aも各々の通

信相手のいずれをも，ユーザーアカウントの内容を相続人が知ることか

ら保護することはない。このことは，死亡時に Aによってまだ呼び出

されていないコンテンツにも，既に知られており，Yのサーバーに一時

的，あるいは最終的に保管されているコンテンツに関しても適用される。

電気通信法８８条３項１文によれば，電気通信事業者は，技術システム

の保護を含めて電気通信サービスの業務上の提供につき必要とされた限

度を越えて，電気通信の内容及び詳細な状況を自ら知りまたは他人に知

らせてはならない。

Yが電気通信サービスの提供者かあるいは通信メディアの提供者であ

るかどうか，どのようなサービスを提供していたかどうかは，未決定の

ままにすることができる�。いずれにしても電気通信法８８条３項の違反

��　Bräutigam in Burandt/Rojahn, Erbrecht, ２. Aufl., § １９２２ BGB Anhang Digitaler 
Nachlass Rn. １０; BeckOGK BGB/Preuß, Stand １ . Juni ２０１８, § １９２２ Rn. ３８７ 
f; MüKoBGB/Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２６; Staudinger/Kunz (２０１７), BGB 
§ １９２２ Rn. ５９６. ７ ff; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- und 
Erbrechtspraxis, § ２ Rn. ５６ ff und § ４ Rn. ４３; Ludyga, ZEV ２０１８, １ , ５ ; 
Bock, AcP ２１７, ３７０, ３９１ ff; Solmecke/Köbrich/Schmitt, MMR ２０１５, ２９１, ２９２; a.A. 
MüKoBGB/Rixecker, ７. Aufl., § １２ Anh. Rn. １６０; Martini, JZ ２０１２, １１４５, １１５０ ff; 
Hoeren, NJW ２００５, ２１１３, ２１１４; Brinkert/Stolze/Heidrich, ZD ２０１３, １５３, １５５を参照。
��　これについて詳細は，Grünwald/Nüßing, MMR ２０１６, ９１ ff; Karg/Fahl, K&R 
２０１１, ４５３, ４５６ ff; Kühling/Schall, CR ２０１６, １８５; Schneider, ZD ２０１４, ２３１, ２３５を参照。
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はない。なぜなら，原審の意見に反して，通信相手の相続人は，本規定

の意味における「他人」ではないからである�。

aa）電気通信法８８条における「他人」

電気通信法８８条３項の意味する「他人」は，保護された電気通信業務

に関与していない人または機関である。電気通信業務に関与する当事者

は，業務に関与していない第三者が電気通信の内容及び詳細な状況にア

クセスできることから守らなければならない�。これは，ドイツ基本法

１０条１項による憲法上の保護に相当し，その担い手は，―たとえ未成年

者であっても―実際の通信参加者である�。

bb)�通信の関与者としての相続人

相続人はこの意味では「他人」ではなく，むしろ，相続開始によって，

相続の時点で終了せずに通信の秘密の保護の対象となる通信業務の関与

者となる。

この場合，原審が根拠にしたように，Yのネットワークの参加者のユー

ザーアカウントのうち，Yのサーバーに保存されているコンテンツは，

��　MüKoBGB/Leipold, ７ . Aufl., § １９２２ Rn. ２７; Biermann, ZErb ２０１７, ２１０, ２１５; 
Herzog, ZErb ２０１７, ２０５, ２０８; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- 
und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ６０; Litzenburger, FD-ErbR ２０１７, ３９２１５５; Salomon, 
NotBZ ２０１６, ３２４, ３２７; Seidler, Digitaler Nachlass, ２０１６, S. １１４ f; Steiner/Holzer, 
ZEV ２０１５, ２６２, ２６４; Wüsthof, ErbR ２０１７, ４９６, ５１０; Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages, Digitaler Nachlass - Zum Umgang mit digitaler 
Hinterlassenschaft, S. ９; Bericht der Arbeitsgruppe "Digitaler Neustart" vom １５. Mai 
２０１７, http://www.jm.nrw.de/JM/schwerpunkte/digitaler_neustart/index.php, S. ３４３ ff; 
a.A. Staudinger/Kunz (２０１７), BGB § １９２２ Rn. ５９６.３５ ff; Bock, AcP ２１７, ３７０, ４０６.
��　Beck TKG/Bock, ４. Aufl., § ８８ Rn. １９; Eckhardt in Spindler/Schuster, Recht der 

elektronischen Medien, ３. Aufl., TKG § ８８ Rn. ２３.
��　BVerfGE １２０, ２７４, ３４０; ８５, ３８６, ３９８ f; Maunz/Dürig/Durner, GG, Stand Januar 
２０１８, Art. １０ Rn. １００ f jew mwN.
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技術的送信業務が完了していても，依然として通信の秘密の保護の対象

となるとみなすことができる�。

相続人に対するユーザーアカウントの内容の提供は，元のアカウント

権利者に対する継続的な提供と同様に，通信の秘密に違反することはほ

とんどない。Yは，その契約上の義務に従い，一方では送信者あるいは

参加者に対して，他方では受信者のアカウントの権利者―今の相続人―

に対して，当該ユーザーアカウントを利用できるようにし続ける。相続

人は，―従属された―通信の秘密によって保護されている通信業務への

アクセスを許可されている。なぜなら，相続人は，元のアカウント権利

者の死亡によって，新しい契約当事者及びアカウント権利者として，コ

ンテンツの保存と提供に基づいてユーザーアカウントに対して継続する

通信業務の参加者になる。これに対して，Aは，死亡によって，保護さ

れた通信相手から脱退する。通信参加者は，通信の秘密によって保護さ

れているため，定義必然的に生存している者にしかなり得ない�。

死者の契約上のアクセス権の相続可能性についての上記の見解におい

て述べられた理由から，そして電気通信法８８条３項の目的からも，相続

人に，通信相手の保護に値する利益（上記２の aの ccの ２.３）の観

点からまたは故人の死後の人格権（上記２の b）の観点から，ユーザー

アカウントへのアクセスを拒否することを要求されない。

��　同意見としてたとえば，Biermann, ZErb ２０１７, ２１０, ２１４; Bock, AcP ２１７, ３７０, 
４０５ f; Deusch, ZEV ２０１７, ３８６, ３９９; Leeb, K&R ２０１４, ６９３, ６９６ f; Uhrenbacher, 
Digitales Testament und digitaler Nachlass, S. １７６がある。これを批判するものと
し て，Brisch/Müllerter Jung, CR ２０１３, ４４６, ４５０ f; Klas/Möhrke-Sobolewski, NJW 
２０１５, ３４７３, ３４７７ f; Kutscher, Der digitale Nachlass, ２０１５, S. １４４ fがある。
��　同様に，Bericht der Arbeitsgruppe "Digitaler Neustart" vom １５. Mai ２０１７, http://

www.jm.nrw.de/JM/schwerpunkte/digitaler_neustart/index.php, S. ３４６.
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cc)�アナログデータあるいは保存されたデジタルデータとの比較

アナログな手紙あるいは印刷されたもしくは Aのメディアに保存さ

れたデジタルコンテンツの場合，つまり相続法上の移転が行われる場合

の，相続法上の法状況との比較は，この結果を承認する。デジタルコン

テンツの場合，一方で，コンテンツが例えば印刷によって有形化されて

いるかどうか，あるいは Aの媒体に保存されているかどうか，他方で，

プロバイダのサーバー上でデジタル的にのみ呼び出すことが可能かどう

かによって，―通信の秘密が相続人に適用されるべきか―これへのアク

セス可能性が左右される。したがって，Aがこれらのメッセージを自己

の媒体に保存したならば，相続人は，Yの「メッセンジャー」を介して

Aのユーザーアカウントに送信されたメッセージに，アクセスすること

になる。一方で，Aが Yのサーバーにメッセージを残していたならば，

相続人は同じメッセージへのアクセスを拒否されるであろう。同じコン

テンツに対して，記録媒体あるいは有形化に左右され，したがって最終

的には偶然によるこの異なる処理は，正当化されない。いずれの場合も，

送信者と受信者の両方の秘密への利益の度合いは同じである。

秘密への利益は，包括的権利承継原則に従うと，相続に劣後しなけれ

ばならない。当該法制度は，ドイツ民法２０４７条２項及び同法２３７３条２項

から明らかなように，純個人的なコンテンツも相続人に移転し，したがっ

て，A及び通信相手の秘密利益を，ドイツ基本法１４条１項１文で保護さ

れた相続権の下位に，原則として置く。したがって，非財産権上のコン

テンツの相続人への移転は，法制度によって承認され，意図されている。

これは，電気通信法８８条３項の意味における「他人」という用語の解釈

においても考慮されなければならない。相続人は当該規定の意味におけ

る「他人」ではないという解釈のみがこのことにふさわしい。これと異

なって判断することは，追体験できる理由なしに，相続法上の包括的権

利承継原則を破ることにつながり，このことは電気通信法との関連性は
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見いだされない�。―アナログな手紙あるいは Aの媒体に保存されたデ

ジタルデータとは対照的に―サーバーベースのストレージに引き続き存

在する事業者のアクセス可能性は，確かに，通信事業者が通信の秘密を

保護することを義務付け，したがって通信関係外の第三者への開示は受

け入れられないままであることにつながる。しかし，このことは，相続

人に移転されたユーザーアカウントに対する提供を継続する許容性には

影響しない。

d）データ保護法は本請求と矛盾しない

最後，Xの主張は，データ保護法に反するものでもない。

aa)�EU 一般データ保護規則の適用可能性

当院は，この問題について判断するために，２０１８年５月２５日に施行さ

れた規則を引き合いに出さなければならない。これは，欧州議会・欧州

理事会が２０１６年４月２７日に採択した，「個人データに関する自然人の保

護及び同データの自由な移動に関する規則」９５/４６/EG� である。原審判

決の審査の基準は，上告判断時点での法状況である。その際に，原審の

判断が出された後に初めて公布される法律も考慮されなければならない。

それが，その時間的有効意思によって，争われている法律関係に関与す

る限りにおいては�。

��　Biermann, ZErb ２０１７, ２１０, ２１５; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der 
Vorsorge- und Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ６０を参照。
��　EU一般データ保護規則。 ABl. L １１９ vom ４. Mai ２０１６, S. １.
��　確立した判例である。Senat, Urteil vom ２６. Februar １９５３ - III ZR ２１４/５０, BGHZ 
９ , １０１, １０２; BGH, Urteile vom １９. Februar １９９３ - V ZR ２６９/９１, NJW １９９３, １７０６, 
１７０７, insoweit nicht in BGHZ １２１, ３４７ abgedruckt; vom ２１. Februar １９６２ - V ZR １４４
/６０, BGHZ ３６, ３４８, ３５０; Beschluss vom ２０. Januar ２００５ - IX ZB １３４/０４, NJW ２００５, 
１５０８, １５０９を参照。
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これはここに当てはまる。Xの主張は，Yによる将来の行為を求める

ものであり，これは同規則の適用可能日後に行われるものであり，した

がってその要件に照らして評価されなければならない。なぜなら，同規

則は，EU一般データ保護規則９９条２項に従うと，２０１８年５月２５日以降，

全ての加盟国において直接に適用可能であるからである。EU一般デー

タ保護規則の検討理由書１１号３文に関係する９９条から，同規則は，その

時点から，データ取扱業務に対して完全に適用されることが明らかであ

る。この時点ですでに開始されている取扱業務であっても，発効後� ２

年以内に，したがって，適用開始までに，同規則に沿ったものにする必

要がある。これ以降，同規制はその適用範囲内で国内法に取って代わる�。

アイルランドあるいはドイツのデータ保護法が適用されるか否かという，

原審で争われていた問題は，したがって，もはや存在しない。

bb）被相続人のデータ保護法上の利益は無い

Aのデータ保護法上の利益は関係が無く，Yによって主張もされてい

ない。EU一般データ保護規則は，―以前の国内規則と同様に―生存す

る自然人にのみ適用される。これは，当該規則が死者の個人データには

適用されないと規定している，当該規則の検討理由書２７号から明らかで

ある。

cc）通信相手のデータ保護法上の利益と矛盾しない

Aの通信相手のデータ保護法上の利益も，Xの請求の妨げになるもの

ではない。

�　２０１６年５月２４日。EU一般データ保護規則９９条１項を参照。
��　優先性については明確に， ein Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die 

Verordnung (EU) ２０１６/６７９ und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) ２０１６/６８０　 vom 
３０. Juni ２０１７, BGBl. I, S. ２０９７による改正後のドイツデータ保護法１条５項を参照。
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（１）プラットフォーム事業者によるデータ取扱い

Aのアカウントにアクセスすることにより，相続人は，通信及び A

と共有されている写真やその他のコンテンツにアクセスする機会を得る

ことができる。メッセージ及び公開された（「投稿された」）コンテンツ

は両方とも，個人情報あるいはそれを含むことがありうる。ソーシャル

ネットワークのオペレータとしての Yは，受信者アカウントの呼び出

しのためのメッセージを提供し，共有コンテンツへのアクセスを許可し，

適切なプラットフォームを提供する限りにおいて，通信プロセスに関与

する。その際には，必然的に，通信あるいは公開している各ユーザーの，

コンテンツに含まれ，提供のために必要なデータを取り扱う。

（２）データ取扱いの適法性

相続人へのアクセスを許可することに内在する，通信相手方のコンテ

ンツデータの処理に関して，EU一般データ保護規則の適用範囲が開か

れているかどうかは，未決定のままでよい�。いずれにしても，相続人

のためのそれぞれのコンテンツの送信及び継続的な提供による Aの通

信相手の個人データの取扱いは，EU一般データ保護規則６条１項 b号

前段及び fによって認められる。

（２. １）

EU一般データ保護規則６条１項 b号前段によると，データ主体が契

約当事者となっている契約の履行のために必要となる場合，取扱いは適

法である。契約上の義務及び付随義務の履行ならびにこれに関連する法

��　包括的な適用除外については，２０１７年５月１５日の「デジタルリスタート
（Digitaler Neustart）」に関するワーキンググループの報告書，http://www.
jm.nrw.de/JM/schwerpunkte/digitaler_neustart/index.php，p.３４８ fを参照。
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的義務を対象としている�。取扱いが「必要」であるかどうかは―目的

にかなっているかだけでなく―契約内容と各々の債務関係の契約の性質

上の給付によって異なる�。

上記規定の要件が満たされている。Aのユーザーアカウントへ通信相

手のメッセージ及び共有コンテンツを送信・提供することは，通信相手

に対して存在する契約上の主たる義務が履行される際にも行われる。な

ぜなら，Yとそのユーザーとの間の利用契約の内容によれば，各送信者

に知られている受信者のアカウントに，メッセージ及びその他のコンテ

ンツを提供・送信することは，送信者―ここでは Aの通信相手も―に

対しても，受信者アカウントの権利者に対しても，Yの本質的な契約上

の義務である。コンテンツに含まれる，または通信相手のデータの提供

に必要とされるデータの必然的に関連する取扱いは，EU一般データ保

護規則６条１項 b号前段の意味において，この主たる義務の履行に必要

である。Yはまた，Aの生存期間中に行われたコンテンツの送信・提供

に対して，データ保護法上考慮も主張していない。

上記規定によるデータ取扱いの正当性は，相続の発生によって変更さ

れることはない。Yは，その義務に従い，関連するユーザーアカウント

のコンテンツを，一方では送信者または共有者に対して，他方では受信

者アカウントの権利者に対して，引き続き利用可能にする。なぜなら，

メッセージあるいは共有コンテンツの送信のための Aの通信相手の依

頼は，時間的制限が無く―受信者アカウントの権利者の死亡を超えて―

受信者アカウントのユーザーが Yのサーバーに保存されたメッセージ

��　Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 
Rn. ３３; Assion/Notel/Veil in Gierschmann/Schlender/ Stentzel/Veil, DS-GVO, Art. ６ 
Rn. ８８ ff.
��　Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 

Rn. ３９.
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を永久に呼び出すことができることを含むからである。これが存在する

限り，または共有コンテンツの場合，送信者が許可を変更しない限りに

おいて。 これについて上記２の aの ccの２.３.１を参照せよ。そこで

述べられているように，特定の人物にメッセージや共有コンテンツを送

信し，アクセスを許可することと，Yの契約上の義務は関連付いていな

い。むしろ，このことはアカウントに関することであり，その結果，指

定されたユーザーアカウントにメッセージを送信することによって，Y

は契約上の義務を履行する。元の権利者の死亡はこれを変えない。なぜ

なら，相続後にアカウントが維持され，相続人はそれについての権利者

となるからである。

（２. ２）

それとは別に，Xと Aの父親の正当な利益を守るためにもデータ取

扱いが必要である �。

第三者の正当な利益に基づくデータ取扱いの許容性の問題は，原則と

して，個々の事案の具体的な状況に応じて，したがって，個々の事例に

即して評価し，判断されなければならない�。ここには，アクセス許可

の形でデータ取扱いを要求する両相続人の正当な利益がある。Aと関係

する通信相手の利益，基本権及び基本的自由は，両相続人の正当な利益

を上回らない。

（２. ２. １）

正当な利益には，単に一般的な利益でなく，法律上のものの他に事実

��　EU一般データ保護規則６条１項 f号。
��　EuGH, NJW ２０１６, ３５７９ Rn. ６２ [EU一般データ保護規則６条１項 f号に対応す
る EUデータ保護条例７条１項 f号について ]。
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上のもの，経済的なもの，道徳的なものも含まれる�。EU一般データ

保護規則の検討理由書４７号から５０号で挙げられている，詐欺防止のため

の取扱い�，ダイレクトメールの目的で�，グループ伝達の領域で�ある

いはネットワークセキュリティ及び情報セキュリティの改善のため�と

いうような正当な利益は，多様で様々な意味を持つ正当な利益が考慮さ

れることを示す。

Xと Aの父親の正当な利益は次の通りである。

（２. ２. １. １）

相続人共同関係は，ドイツ基本法１４条１項１文によって保護された相

続権に基づき，正当な利益を主張することができる。なぜなら―既に述

べたように―Yとの間に存在する契約関係は，適用されるドイツ法に

従って，相続人に承継され，したがって，相続人は，契約当事者として，

Aのユーザーアカウントならびにそこに含まれる財産権上及び純個人的

な（デジタル）コンテンツにアクセスするための主たる給付請求権を持

つ。これはすでに，相続人であるという事実だけで，当該契約関係から

生じる主たる給付請求を主張することができるという契約当事者の重大

な正当な利益を構成している。相続人がアクセスを拒否された場合，契

約関係から生じる権利義務の相続法上の承継に起因する法的地位は，事

実上，相続人から奪われ，包括的権利承継原則が損なわれることになる。

��　Buchner/Petri in: Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 
Rn. １４６ f; Auernhammer/Kramer, DSGVO, BDSG, ５. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ３０.
�　検討理由書４７号第６文。
�　検討理由書４７号第７文。
�　検討理由書４８号第１文。
�　検討理由書４９号。
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 ( ２. ２. １. ２)

相続人として，Xと Aの父親は，利用契約の契約相手方になるだけ

ではなく，彼らはまた，Aの財産権上の請求権を相続し，その債務に対

して責任を負う。かかる請求権及び債務に関する情報は，純個人的なだ

けでなく財産上の意義もありうる個人アカウントのコンテンツからも生

じる可能性がある。したがって，ユーザーアカウントへのアクセスは，

次のことを定期的に確認するためにも利用される。その内容から，相続

人が追及できるあるいは追求しなければならない，第三者に対する A

の請求権，あるいは Aに対する第三者の請求権が生じるか否か，または，

その他の法律行為の性質を持った行為が必要かどうかを確認するために

も。この点に関する正当な利益の要件は，高く設定することはできない。

なぜなら，相続人は―ここでのように―定期的にはユーザーアカウント

の内容を認識せず，その結果，場合によっては含まれる財産権に関する

コンテンツを詳細に説明することが，通常は不可能だからである。

当該事案において，財産的価値のある関連性に基づいて内容の確認を

する相続人の一般的な正当な利益を超えて，次の理由から，より具体的

にそのような利益がある。その理由とは，アクセス権を付与された相続

人は，損害賠償を求めている地下鉄の運転手に対する財産権的な防御利

益も追求しているからである。自己の権利の主張，行使，防御は，デー

タ取扱いにおける正当な利益である� 。

（２. ２. １. ３）

死亡した未成年者の相続人及び両親である，Y及び Aの父親の正当

な利益として，彼らが，ユーザーアカウントにアクセスすることにより，

Aが，死ぬ直前に自殺意思があったかどうかを知りうることも認められ

��　Assion/Notel/Veil in Gierschmann/ Schlender/Stentzel/Veil, DS-GVO, Art. ６ Rn. 
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るべきである。Yの主張とは反対に，強行法上の利益だけではなく，こ

のような倫理的な利益も，比較衡量の領域で斟酌可能である。

（２. ２. ２）

相続人の正当な利益を満たすために，より適切でより緩やかな手段が

利用できないため，データ取扱いがここでは必要となる�。

（２. ２. ３）

個人情報の保護を必要とする通信相手の利益，基本権または基本的自

由は，相続人の正当な利益を上回るものではない。

（２. ２. ３. １）

Aの通信相手側では，欧州連合基本権憲章８条１項に基づく，自己の

個人情報の保護に関する基本権を考慮されうる。個人情報の取扱いの際

の自然人の保護を，EU一般データ保護規則は義務付け�，欧州司法裁

判所も，欧州連合基本権憲章８条によって保障された基本権の意義を際

立たせた�。さらに，欧州連合基本権憲章７条に基づく私的及び家庭生

活ならびに通信の尊重に対する，自己の個人情報の保護に関する基本権

は，通信相手に有利に考慮されなければならない� 。その限りにおいて，

　 １３６; Sydow/Reimer, Europäische Datenschutzgrundverordnung, Art. ６ Rn. ５５; EU
データ保護条例７条１項 f号における，第三者の損害賠償をもとめるために，
加害者に関する個人情報を取得する正当な利益について，EuGH, CR ２０１７, ５０４ 
Rn. ２９を参照。
��　Auernhammer/Kramer, DSGVO, BDSG, ５. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ３４; Plath/

Plath, BDSG/DSGVO, ２. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ２３を参照。
�　検討理由書１号及び２号。
�　EuGH, NJW ２０１５, ３１５１ Rn. ３８ f und ７８ mwN.
��　Heberlein in: Ehmann/Selmayr, EU-DSGVO, Art. ６ Rn. ２４; s. auch EuGH, NJW 
２０１５, ３１５１ Rn. ３９.
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保護の価値があるのは，一般的には人格権であり，例外的には情報に関

する自己決定である。その際に，保護の必要性は，関連するデータがよ

り個人的であるほど高くなる。その限りにおいて，送信されたメッセー

ジ及び公表（「投稿」）という，通信相手によって作成されたコンテンツ

に―上告理由が主張するように―特に保護に値する純個人的なあるいは

センシティブなデータが含まれ，あるいは示唆することもありうること

が考慮されるべきである。

さらに，EU一般データ保護規則６条１項 f号によると，関連する子

どもの利害関係は重要なものとして考慮されなければならない。このこ

とは，検討理由書３８号にも現れている。Aは死亡した時点で１５歳だった

ので，彼女の通信相手は少なくとも一部はまだ子どもであることは明ら

かである。しかし，このことは，そのデータ取扱いは，原則として子ど

もたちに対して正当化されないことを意味しない。そうではなくただこ

のことは，年齢に応じた保護の必要性に応じて，彼らの利益は大人に比

べて重要であることを意味する� 。

（２. ２. ３. ２）

比較衡量の基準は，欧州連合基本権憲章及びその他の主要法律の価値

を考慮して，EU一般データ保護規則１条及び５条に規定されている原

則及び指針に従う。その際にとりわけ，関連する基本権，介入の強さ，

取り扱われるデータの種類，関係者の種類，ありうる仕事または義務，

データ取扱いの目的が考慮されなければならない�。この際，本質的には，

一方では関係者の個人的利益と，他方では特定の個別事案における責任

��　Assion/Notel/Veil in Gierschmann/Schlender/Stentzel/Veil, DS-GVO, Art. ６ Rn. 
１４４; Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２. Aufl., Art. ６ DS-GVO 
Rn. １５５; Sydow/Reimer, Europäische Datenschutzgrundverordnung, Art. ６ Rn. ６４.
��　Gola DS-GVO/Schulz, Art. ６ Rn. ５３.
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者または第三者の使用上の利益との間の均衡が問題となる�。データ取

扱いによって追求する目的に関連するデータの性質，内容及び重要性を

測定し，対比させることが必要である�。この際に，場合によっては，

情報に関する自己決定に対する基本権について発展した基準，例えば，

同様に，理由の欠如，影響，萎縮効果のような基準が用いられ得る�。

EU一般データ保護規則に従った財産の考慮についての検討理由書は，

この限りにおいて比較衡量を示している�。この際に，とりわけ EU一

般データ保護規制の検討理由書４７号１文は重要であり，そこでは，利益

衡量の重点として，「責任ある者との関係に基づいたデータ主体の合理

的な期待」が挙げられている。その限りにおいて，「データの主体は，

個人データの収集時及びその目的のための処理が行われる可能性のある

状況を考慮して合理的に予測することができる」�かどうかも考慮する

必要がある。重要なことは，客観的基準であり，すなわち合理的な第三

者が関係者にどのような期待を与えるかということである�。

��　Buchner/Petri in Kühling/ Buchner, DS-GVO, BDSG, Art. ６ DS-GVO Rn. １４９; 
Assion/Notel/Veil in Gierschmann/Schlender/Stentzel/Veil, DS-GVO, Art. ６ Rn. １４０ 
ff; Schaffland/Holthaus in Schaffland/Wiltfang, DS-GVO/BDSG, Art. ６ DS-GVO Rn. 
１２６ ff [Stand Oktober ２０１７].
��　Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 

Rn. １４９; zu § ３２ BDSG a.F.: Senatsurteil vom １５. Dezember １９８３ - III ZR ２０７/８２, 
NJW １９８４, １８８９, １８９０.
��　Sydow/Reimer, Europäische Datenschutzgrundverordnung, Art. ６ Rn. ６１. BVerfG, 

NVwZ ２００７, ６８８, ６９１も参照。
��　Auernhammer/Kramer, DSGVO, BDSG, ５. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ３７.
�　検討理由書４７号第３文。
��　Auernhammer/Kramer, DSGVO, BDSG, ５. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ３７; Plath/

Plath, BDSG/DSGVO, ２. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ２３.
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（２. ２. ３. ３.）

これらの原則に従って実施された利益衡量は，通信相手の利益が，X

と Aの父親の正当な利益を上回らないことを導き出した。

第一に，関連するデータは，特定のユーザーアカウントで利用できる

ようにするために，通信相手が Yに自主的にあるいは認識して送信し

たものとみなされるものであることが考慮されるべきである。開示する

個人に関するデータの内容及び範囲，ならびに通知を受ける権限を持つ

グループは，ユーザー自身が決定することができる。したがって，Yに

よって収集されたデータではなく，既存の契約の枠組みの中で�，通信

相手によって自発的そして自己決定し，内容がコントロール可能な送信

されたデータが問題となる�。ユーザーは，個人的なメッセージやコン

テンツの共有によって接触する際に，外部との連絡を強行し，機密保護

のためにそれを拒否することは原則としてしない�。

送信者は，その内容を，契約に従って，Yが受信者のアカウントに伝

え，受信者に対して提供することを知り，それを望んでいる。同時に，ユー

ザーは手紙の送付者と同じか―あるいはそれ以上に―メッセージを送信

した後，もう，誰が Yの送信・提供後に最終的にその内容を知るよう

になるかということをコントロールできないこと，そして，原則として，

送信されたメッセージまたはコンテンツの返還の請求をする可能性はな

いということをも認識している。その限りにおいて，ユーザーは，メッ

セージの処分権限を放棄している�。これは，成人ユーザーと同様に，

�　検討理由書４７号第２文。
�　Gola DS-GVO/Schulz, Art. ６ Rn. ５３を参照。
��　Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 

Rn. １５０を参照。
��　これについて，上記２の aの ccの２.３ ;NK-NachfolgeR/Herzog, Kap. ９ Rn. ６８; 

Bock, AcP ２１７, ３７０, ４０８; Herzog/Pruns, Der digitale Nachlass in der Vorsorge- und 
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未成年者にも適用される。なぜなら，Yを既に単独で利用し，自分のユー

ザーアカウントを所有している成人も，とりわけ未成年者の方が，古典

的な方法の場合でも，特定のユーザーアカウントに送信したメッセージ

を第三者もアクセス可能にする様々な可能性に精通しているからである。

さらに，Aの通信相手は，合理的な方法で， 受信者アカウントに対し

てメッセージとコンテンツを提供することによって，元のアカウント保

有者が死亡した後もデータ取扱いが継続され，相続人がそのデータを知

ることができることをさせないことができた�。なぜなら，メッセージ

やその他のコンテンツの送信者は，アカウント権利者が死亡し，ユーザー

アカウントを第三者が相続し，契約関係に入り，それによって新しいア

カウント権利者としてアカウントのコンテンツにアクセスできるように

なることを予想する必要があるからである。

利益衡量の中に置かれることは，さらに，当該データ取扱いの狭く制

限された目的である。ここで最終的に問題となるのは，具体的な，送信

者自身が選択したユーザーアカウントに対して，通信相手と Yとの間

に存在した契約関係の範囲において�，相続人共同関係の参加者によっ

て既に存在するコンテンツを知るという目的に限った個人に関するデー

タとコンテンツの送信・提供である。これに対して，この取扱いは，例

えば広告目的のために，あるいは Yによる人格プロフィールの作成の

ためといった，さらなる目的のためには行われない�。同時に，これは，

　�Erbrechtspraxis, § ４ Rn. ８４; Kutscher, Der digitale Nachlass, S. １４５; Pruns, NWB 
２０１４, ２１７５, ２１８２ fを参照。
��　検討理由書４７号第３文。
��　検討理由書４６号第２文を参照。さらに，Auernhammer/Kramer, DSGVO, 

BDSG, ５. Aufl., Art. ６ DS-GVO Rn. ３８も参照。
��　Buchner/Petri in Kühling/Buchner, DS-GVO, BDSG, ２ . Aufl., Art. ６ DS-GVO 

Rn. １５２ f.
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データ取扱いの具体的な性質から生じるリスクを制限する�。なぜなら，

データは，大規模で管理不能な人々のグループや，完全に関与していな

い第三者に知られるのではなく，最初から狭く定義された人々のグルー

プ，すなわち，死亡したユーザーの最近親者でもある２人が存在する相

続人共同関係に限られるからである。

このような背景の下，通信相手の利益は，相続人の利益と比較して，

未成年者であるか否かにかかわらず，部分的にセンシティヴな内容が含

まれているかどうかにかかわらず，重要な意義はない。上述した相続人

及び近親者としての Yと Aの父親の正当な利益は，明らかにかなり重

要である。通信相手の利益は，相続人が法定の相続権を部分的に損なう

ことを正当化するものではない。この結果は，ここでは，相続人の特別

な個人的状況によって支持される。相続人は最近親者であり，娘の死亡

を取り巻く状況を明らかにすることに，倫理的でもあり財産的価値のあ

る利益を持っている。

（３�）各々独立した適法性要件としてのEU一般データ保護規則６条

１項 b号前段及び f

EU一般データ保護規則６条１項ｂ号及びｆ号の許可要件は，いずれ

の場合も，Xへのアクセス許可のデータ保護法上の適法性を正当化する。

欧州連合の機能に関する条約２６７条による欧州連合司法裁判所の提示理

由書は不要である。EU法の適切な適用は，いずれにせよ，EU一般デー

タ保護規則６条１項ｆ号に照らして，合理的な疑いの余地がないことは

非常に明白である�。提示理由書を必要とし得る規則の解釈の問題はも

��　Eu一般データ保護規則のリスクに基づく兆しについて， Gola DS-GVO/
Schulz, Art. ６ Rn. ５３を参照。
��　Senat, Urteil vom １７. April ２０１４ - III ZR ８７/１３, BGHZ ２０１, １１ Rn. ２９; Beschluss 

vom １４. Dezember ２０１７ - III ZR １１７/１７, BeckRS ２０１７, １３６４３９ Rn. ７を参照。
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はや発生しない。なぜなら，欧州連合裁判所の判例法によれば，内容が

同じ前規定である EUデータ保護条例７条１項 f号について，具体的な

情勢の具体的状況に応じて個別の衡量が実施されなければならないこと

は明らかである�。その個別の衡量は，当該状況に基づいて，相続人に

有利に行われる。

e）通信相手の一般的な人格権によって排除されない

Aの通信相手の一般的人格権によるアクセスの排除も，上告理由にお

いて Yは成功してない。このことは，通信の秘密あるいはデータ保護

法のように，Xの主張にほとんど矛盾しない。通信の秘密の保護または

データ保護規則の違反を否定する理由は，この範囲にも当てはまる。

�　EuGH, NJW ２０１６, ３５７９ Rn. ６２, acte eclaire.


